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◇大和高田市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

１ 理由 

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の公布に伴い、所要の規定整備を行う

ものです。 

２ 内容 

公布された条例のあらまし 
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  ・配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し 

    地方税法において控除対象配偶者の定義が改められたことを受け、関係する規定中の

「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めます。（附則第５条の４関係） 

・環境性能割の創設に伴う軽自動車税種別割への名称変更 

    平成３１年１０月１日から環境性能割制度が導入されることに伴い、現行の軽自動車税を軽

自動車税種別割に名称変更します。（附則第１６条関係） 

３ 施行期日 

   平成３１年１月１日 

   平成３１年１０月１日 

 

◇大和高田市営住宅条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の一部改正により、引用条項のズレが生じた規定に

ついて改正を行うほか、所要の改正を行うものです。 

２ 内容 

  ・引用条項のズレを改めます。（第１２条、第１３条、第１５条、第３９条及び第４０条関係） 

・別表で規定する市営住宅の戸数について、用途廃止して除却し戸数分を減じます。（別表関係） 

３ 施行期日 

   公布の日 

 

◇大和高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

新庁舎の移転整備を行うに当たり、市役所の位置を変更するものです。 

２ 内容 

   市役所の位置を、「１００番地の１」から「９８番地４」に変更します。 

３ 施行期日 

   規則で定める日 

 

 

 

条例第１４号 

大和高田市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年９月１４日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

 （大和高田市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 大和高田市税賦課徴収条例（昭和２６年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  附則第５条の４第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

 （大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則第５条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第７６条及び新条例」を「大

和高田市税賦課徴収条例第７６条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同

条の表を次のように改める。 

第７６条第２号ア（イ） ３，９００円 ３，１００円 

条 例 
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第７６条第２号ア（ウ）i ６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第７６条第２号ア（ウ）ii ３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１６条第１項 第７６条 大和高田市税賦課徴収条例の一部

を改正する条例（平成２６年条例

第１４号。以下この条において「平

成２６年改正条例」という。）附則

第５条の規定により読み替えて適

用される第７６条 

附則第１６条第１項の表第

２号ア（イ）の項 

第２号ア（イ） 平成２６年改正条例附則第５条の

規定により読み替えて適用される

第７６条第２号ア（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１６条第１項の表第

２号ア（ウ）iの項 

第２号ア（ウ）i 平成２６年改正条例附則第５条の

規定により読み替えて適用される

第７６条第２号ア（ウ）i 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１６条第１項の表第

２号ア（ウ）iiの項 

第２号ア（ウ）ii 平成２６年改正条例附則第５条の

規定により読み替えて適用される

第７６条第２号ア（ウ）ii 

 ３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１年１０

月１日から施行する。 

 （個人の市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の大和高田市税賦課徴収条例の規定は、平成３１年度以後の年度

分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 

 

条例第１５号 

大和高田市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年９月１４日  

大和高田市長  吉 田 誠 克  

大和高田市営住宅条例の一部を改正する条例 

大和高田市営住宅条例（平成９年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第３項中「第１０条」を「第１１条」に改める。 

 第１３条第３項中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

 第１５条第２項中「第８条」を「第７条」に改める。 

 第３９条及び第４０条中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

 別表市場団地の部昭和４０年度の項戸数の欄中「８」を「４」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第１６号 
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大和高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年９月２７日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例 

 大和高田市役所の位置を定める条例（昭和３８年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「、次」を「次」に、「１００番地の１」を「９８番地４」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

 （大和高田市社会福祉事務所設置条例の一部改正） 

２ 大和高田市社会福祉事務所設置条例（昭和２６年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  本則中「１００番地の１」を「９８番地４」に改める。 

 

 

 

規則第４０号 

 大和高田市行政サービスコーナー設置規則を次のように定める。 

  平成２８年４月２２日 

大和高田市長  吉 田 誠 克   

   大和高田市行政サービスコーナー設置規則 

 （設置） 

第１条 市民サービスの向上を図るため、大和高田市行政サービスコーナー（以下「サービスコーナ

ー」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

大和高田市行政サービスコーナー 
大和高田市片塩町１６９番１１ 

（大和高田市市民交流センター内） 

 （業務） 

第３条 サービスコーナーにおいて取り扱う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１） 住民票の写しの交付 

 （２） 印鑑登録証明書の交付 

 （業務時間及び休業日） 

第４条 サービスコーナーの業務時間は、午前９時から午後６時までとする。ただし、市長が特

に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

２ サービスコーナーの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認

めるときは、これを変更することができる。 

 （１） 毎月第１月曜日及び第３月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近

い休日でない日 

 （２） １２月３０日から翌年の１月３日までの日 

 （所管等） 

第５条 サービスコーナーは市民部市民課が所管し、第３条各号に掲げる業務の取扱いは、市民

部まちづくり振興室市民協働推進課が行うものとする。 

 （補則） 

規 則 
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第６条 この規則に定めるもののほか、サービスコーナーに関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月２４日から施行する。 

 

規則第２３号の２ 

大和高田市行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成２９年４月１日  

大和高田市長 吉 田 誠 克  

大和高田市行政組織規則の一部を改正する規則 

大和高田市行政組織規則（平成２０年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項の表上下水道部の部を削る。 

 第４条第１項財務部の部財産管理課の款中「(１４) 課内の他の係の補助に関すること。」を削り、

同項上下水道部の部を削る。 

 第１８条第１号中「平成２２年規則第１号」を「平成２８年規則第３８号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第２８号    

大和高田市保育所条例施行規則及び大和高田市立こども園条例施行規則の一部を改正する規則を 

次のように定める。 

   平成２９年９月１４日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市保育所条例施行規則及び大和高田市立こども園条例施行規則の一部を改正する規

則 

 （大和高田市保育所条例施行規則の一部改正） 

第１条 大和高田市保育所条例施行規則（平成１７年規則第１号）を次のように改正する。 

  第７条中「市長に提出し」を「提出又は電子情報処理組織（市の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。以下同じ。）と当該利用を希望する子どもの保護者の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法により市長に申請し」に改める。 

  第８条第１項中「申請書を提出」を「規定による申請を」に改める。 

 （大和高田市立こども園条例施行規則の一部改正） 

第２条 大和高田市立こども園条例施行規則（平成２２年規則第１５号）の一部を次のように改正す

る。 

  第７条中「市長に提出し」を「提出又は電子情報処理組織（市の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。以下同じ。）と当該利用を希望する子どもの保護者の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法により市長に申請し」に改める。 

  第８条第１項中「申請書を提出」を「規定による申請を」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

 

 

訓令第４号   

大和高田市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定 

める。 

訓 令 
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平成２９年８月７日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部を改正する訓令 

大和高田市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程（平成１２年訓令第１０号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１中 

「４ 所掌事務に係る国及び県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。 

５ 教育財産の取得及び処分に関すること。 

６ 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。 

７ 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。                                         

                                           」 

を 

「４ 所掌事務に係る国及び県に対する補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。 

５ 私立学校に関すること。 

６ 教育財産の取得及び処分に関すること。 

７ 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。 

８ 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。                                        

 」 

に改める。 

   附 則 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

 

 

 

告示第５３号 

 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱及び大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に

関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２９年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱及び大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等

に関する要綱の一部を改正する告示 

 （大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部改正） 

第１条 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３０号）の一部を次のように

改正する。 

第３条に次の２号を加える。 

（２３） 児童福祉支援員 

（２４） 子育て支援員 

第６条を次のように改める。 

第６条 削除 

第１２条第１項第４号中「子」を「子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項

の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁

判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、

当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の

規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その

他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。）」に改める。 

告 示 
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別表第１中 

 「 

ケースワーカー １６０，５００円 ― １，０００円 

                                         」を 

「 

ケースワーカー １６０，８００円 ― １，０００円 

                                        」に、 

 「 

ボランティアコーディネーター ― ７，２００円 ９２０円 

                                         」を 

「 

ボランティアコーディネーター ― ７，２００円 ９２０円 

児童福祉支援員 １６０，８００円 ― １，０００円 

子育て支援員 １６０，８００円 ― １，０００円 

                                         」 

に改める。 

 別表第２中「１．０２５」を「１．０５」に、「１．１７５」を「１．２」に改める。 

 （大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱の一部改正） 

第２条 大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３１号）の

一部を次のように改正する。 

別表第２中「１．０２５」を「１．０５」に、「１．１７５」を「１．２」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

告示第５４号 

大和高田市シビックコア周辺地区まちづくり意見交換会設置要綱の一部を改正する告示を次のよ 

うに定める。 

  平成２９年３月３１日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市シビックコア周辺地区まちづくり意見交換会設置要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市シビックコア周辺地区まちづくり意見交換会設置要綱（平成２８年告示第１０７号の

２）の一部を次のように改正する。 

 第７条中「財務部財産管理課」を「環境建設部都市計画課」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

告示第１１４号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

平成２９年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   



平成２９年１０月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３４５号 

 9 

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和 

高田駅・ＪＲ 

高田駅周辺 

近鉄高田市 

駅周辺 

近鉄松塚駅 

周辺 

近鉄浮孔駅 

周辺 

近鉄築山駅 

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２９年８月１日   4        

平成２９年８月４日   2        

平成２９年８月８日   1        

平成２９年８月１４日   3        

平成２９年８月１６日 7          

平成２９年８月１８日   3        

平成２９年８月２９日   1        

平成２９年８月３０日   1        

平成２９年８月３１日   2        

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 
原動機付

自転車 

平成２９年８月１日 道路 大和高田市東中２丁目地内 1  

平成２９年８月７日 道路 大和高田市大字奥田地内 1  

平成２９年８月２１日 道路 大和高田市三和町地内 1  

平成２９年８月３０日 道路 大和高田市西三倉堂 1丁目地内 1  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

告示日から６０日間。ただし土曜日、日曜日、祝日を除く。 

５．引取時間 

午前９時～正午・午後１時～午後４時 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）

をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア．移動費 ２，０００円 

イ．保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を徴

取する。 

総額は、１，０００円を限度とする。 

７．連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第１１５号 
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 市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない地域、場所及び

物件に掲出されていた広告物を次のとおり屋外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項の規定に

より除却し、保管したので告示します。 

 なお、引き取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定により、当該広告物を廃棄します。 

平成２９年９月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．引取期間  公示の日から二週間（屋外広告物法第８条第３項第１号に規定する広告物について

は二日間） 

２．引取方法  引き取り人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることが確

認できるものを提示し、受領書及び誓約書と引き換えに返還する。 

３．引取時間  午前９時から午後５時（土日祝日を除く） 

４．連 絡 先  大和高田市役所 環境建設部 都市計画課 

   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１  

整理

番号 
名   称 種 類 数量 

設置 

場所 
除却日 保管開始日 保管場所 

１ 不動産 はり札 ２ 今里町 H29/8/20 H29/8/20 
雲梯資材置

き場 

 

告示第１１６号 

  平成２９年度国民健康保険税納税通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の

住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は保険医療課国保係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

  平成２９年９月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この納入通知書の発送年月日 

     平成２９年７月１０日 

２．送達を受けるべき者   

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み）                                                   

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１１６号の２ 

平成２９年９月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２１９条第２項の規定により公表します。 

平成２９年９月１４日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第４号） 

２ 平成２９年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 平成２９年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

４ 平成２９年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２９年度大和高田市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２，０４０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
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歳入歳出それぞれ２３，５５５，８９０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

9.地方交付税    6,930,000 13,537 6,943,537 

1.地方交付税 6,930,000 13,537 6,943,537 

13.国庫支出金 

 
 4,154,691 15,228 4,169,919 

2.国庫補助金 248,918 15,228 264,146 

14.県支出金 

 
 1,485,621 480 1,486,101 

3.県委託金 94,361 480 94,841 

16.寄附金 

 
 1 120 121 

1.寄附金 1 120 121 

19.諸収入 

 
 229,965 2,675 232,640 

4.雑入 215,295 2,675 217,970 

補正されなかった科目に係る額 10,723,572 0 10,723,572 

歳  入  合  計 23,523,850 32,040 23,555,890 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2.総務費       2,088,958 15,662 2,104,620 

1.総務管理費 1,606,771 △3,393 1,603,378 

3.戸籍住民基本台帳費 105,138 19,055 124,193 

3.民生費     10,567,169 9,582 10,576,751 

1.社会福祉費 4,885,539 9,582 4,895,121 

7.商工費    100,097 5,063 105,160 

1.商工費 100,097 5,063 105,160 

10.教育費    2,451,407 1,733 2,453,140 

1.教育総務費 428,588 1,463 430,051 

2.小学校費 271,970 270 272,240 

補正されなかった科目に係る額 8,316,219 0 8,316,219 

歳  出  合  計 23,523,850 32,040 23,555,890 

 

平成２９年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０７，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ９，７３９，８００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 
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款 項 補正前の額 補 正 額 計 

10.繰越金 

 

 0 107,000 107,000 

1.繰越金 0 107,000 107,000 

補正されなかった科目に係る額 9,632,800 0 9,632,800 

歳  入  合  計 9,632,800 107,000 9,739,800 

「第１０款 繰越金」を新設する。 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

8.基金積立金 

 

 11 107,000 107,011 

1.基金積立金 11 107,000 107,011 

補正されなかった科目に係る額 9,632,789 0 9,632,789 

歳  出  合  計 9,632,800 107,000 9,739,800 

 

平成２９年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２２，８０２千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ６，５４５，８０２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

3.国庫支出金 

 
 1,483,403 11,956 1,495,359 

2.国庫補助金 432,653 11,956 444,609 

4.支払基金交付金 

 
 1,686,689 13,392 1,700,081 

1.支払基金交付金 1,686,689 13,392 1,700,081 

14.県支出金 

 
 899,128 5,978 905,106 

2.県補助金 43,588 5,978 49,566 

7.繰入金 

 
 951,119 16,518 967,637 

1.一般会計繰入金 929,224 5,996 935,220 

2.基金繰入金 21,895 10,522 32,417 

8.繰越金 

 
 0 172,152 172,152 

1.繰越金 0 172,152 172,152 

9.諸収入 

 
   15,792 2,806 18,598 

3.雑入 15,722 2,806 18,528 

補正されなかった科目に係る額 1,286,869 0 1,286,869 

歳  入  合  計 6,323,000 222,802 6,545,802 

「第８款 繰越金」を新設する。 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

 3.地域支援事業費   304,739 50,632 355,371 

1.介護予防・生活支援 

総合事業費 174,619 50,632 225,251 
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2.包括的支援事業・ 

任意事業費 130,120 0 130,120 

5.基金積立金 

 

 24,612 123,640 148,252 

1.基金積立金 24,612 123,640 148,252 

7.諸支出金 

 

 2,356 48,530 50,886 

1.償還金及び還付加算金 2,356 48,530 50,886 

補正されなかった科目に係る額 5,991,293 0 5,991,293 

歳  出  合  計 6,323,000 222,802 6,545,802 

 

平成２９年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４０１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ７６６，８０１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

4.繰越金 

 
 0 1,401 1,401 

1.繰越金 0 1,401 1,401 

補正されなかった科目に係る額 765,400 0 765,400 

歳  入  合  計 765,400 1,401 766,801 

「第４款 繰越金」を新設する。 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2.後期高齢者医療広

域連合負担金 

 

 713,635 1,401 715,036 

1.後期高齢者医療

広域連合負担金 713,635 1,401 715,036 

補正されなかった科目に係る額 51,765 0 51,765 

歳  出  合  計 765,400 1,401 766,801 

 

告示第１１７号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

平成２９年９月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

移動日から６０日を経過したにもかかわらず、引取りがないため 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

大和高田市曽大根 



平成２９年１０月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３４５号 

 14 

大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

平成２９年１２月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２９年６月１日から平成２９年６月３０日までの間 

 

告示第１１７号の２ 

 大和高田市公印規則（平成１６年規則第２５号）第１４条第 1項の規定により電子公印を使用しま

すので、同規則第１４条第６項の規定により告示します。 

  平成２９年９月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

公印に関する事項 

 

 

 

 

 

 

使用する文書 

担 当 課 保育課 

文書の名称 支給認定通知書 

 

告示第１１８号 

平成２９年９月２７日、次の事件を付議するため、大和高田市議会臨時会を本市議事堂に招集する。 

平成２９年９月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 議第４３号  大和高田市役所の位置を定める条例の一部改正について 

 議第４９号  平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

 

告示第１１９号    

大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱及び大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に

関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

平成２９年９月２２日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱及び大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用

等に関する要綱の一部を改正する告示 

 （大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部改正） 

第１条 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３０号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１中「６，０００円」を「６，２００円」に、「７７０円」を「７９０円」に改める。 

 （大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱の一部改正） 

第２条 大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第 

３１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「６，０００円」を「６，２００円」に、「７７０円」を「７９０円」に改める。 

   附 則 

公印の名称 市長印 

寸法 方２０㎜ 

使用する理由 
業務システム調整に伴い、事務の迅速化及び

効率化を図るため。 

使用開始年月日 平成２９年９月１５日 

印影 市長印印影 
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 この告示は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

告示第１２０号 

平成２９年９月臨時議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２１９条第２項の規定により公表します。 

平成２９年９月２７日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

9.地方交付税 

 

 6,943,537 3,960 6,947,497 

1.地方交付税 6,943,537 3,960 6,947,497 

補正されなかった科目に係る額 16,612,353 0 16,612,353 

歳  入  合  計 23,555,890 3,960 23,555,890 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2.総務費 

 

 2,104,620 3,960 2,108,580 

1.総務管理費 1,603,378 3,960 1,607,338 

補正されなかった科目に係る額 21,451,270 0 21,451,270 

歳  出  合  計 23,555,890 3,960 23,559,850 

 

第２表 債務負担行為補正 
   

      
  （単位：千円） 

事     項 期    間 限  度  額 

新庁舎建設事業管理支援業務 平成 33年 7月末まで 123,790 

 

告示第１２１号 

 平成２９年度国民健康保険税第１期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２９年９月２７日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年８月２８日 

２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１２２号 
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 平成２９年度固定資産税・都市計画税第２期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成２９年９月２７日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２９年８月２９日  

２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

 

 

公告第６０号 

下記１の公告した入札業務について、下記２のとおり公告内容を一部訂正します。 

平成２９年９月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 対象業務 

公告日  平成２９年８月２２日 

公告番号 公告第５９号 

業務名  平成２９年度ファイルサーバシステム再構築整備のリース契約に係る納入業者選定 

２ 訂正内容 

＜訂正後＞ 

５ 競争入札参加資格確認の申請 

（４）受付期間 平成２９年８月２２日（火）から平成２９年９月１５日（金）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。郵送の場合、平成２９年９月１４日（木）必着

のものまで受付可とします。 

６ 競争入札参加資格の確認通知 

  （１）郵送日  平成２９年９月１９日（火） 

７ 入札説明書（仕様書）についての質疑応答 

（１）受付期限 平成２９年９月２５日（月）午後５時１５分まで 

（３）回答期限 平成２９年９月２６日（火）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

８ 入札書の提出方法 

（１）期限 平成２９年９月２７日（水）まで。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

１１ 開札の日時等  

 （１）日時 平成２９年９月２８日（木）午後４時００分から 

 

公告第６１号 

入 札 公 告 

公 告 
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次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市中央公民館トイレ洋式化改修工事 

２ 工事場所 大和高田市中央公民館（大和高田市西町１番１５号） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年１２月２７日（水）まで 

（現場作業可能期間に制限有り。詳細は、入札説明書（仕様書）を参

照ください。） 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月７日（木）から平成２９年９月１３日（水）まで。
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ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年９月１４日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年９月７日（木）から平成２９年９月１３日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年９月２２日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年９月２５日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年９月２７日（水）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額
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を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年９月２８日（木）午後４時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥２，２５０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第６２号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成２９年９月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克  

 

公告第６３号 

 大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則（昭和５７年規則第２１号）の規定により、次の

自動車臨時運行許可番号標を無効としたので公告します。 

  平成 29年 9月 11日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

○ 臨時運行許可番号標番号 

３３－９９ 

 

公告第６４号 
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入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市公園長寿命化対策遊具改修その１工事 

２ 工事場所 大和高田市 本郷町 地内（馬冷池公園） 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の造園工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月１４日（木）から平成２９年９月２１日（木）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 
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７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年９月２２日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月１４日（木）から平成２９年９月２６日（火）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月２日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月３日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月５日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 
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１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月６日（金）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥５，６８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第６５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市公園長寿命化対策遊具改修その２工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字野口 地内（出屋敷公園） 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の造園工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 
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（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月１４日（木）から平成２９年９月２１日（木）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年９月２２日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月１４日（木）から平成２９年９月２６日（火）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本
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市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月２日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月３日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月５日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月６日（金）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥６，５１０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない



平成２９年１０月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３４５号 

 25 

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第６６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市公園長寿命化対策遊具改修その３工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字大中 他 地内（大中公園 他） 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて

満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の造園工事に

登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規

定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する

者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申

請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと

認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード

可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、

本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和

高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるも

のは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡し

します。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月１４日（木）から平成２９年９月２１日（木）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 
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午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年９月２２日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者

には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月１４日（木）から平成２９年９月２６日（火）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次

のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月２日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月３日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月５日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消

費税等抜きの金額で記載してください。 
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１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する

金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措

置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなりま

す。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月６日（金）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札

者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののし

た入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価

格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥７，７００，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第６７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 クリーンセンター管理事務所収集棟便所他改修工事 

２ 工事場所 大和高田市大字今里川合方２３番地 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年１２月２２日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ又はＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 
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（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月１４日（木）から平成２９年９月２１日（木）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年９月２２日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年９月１４日（木）から平成２９年９月２１日（木）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 
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大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月２日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月３日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月５日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月６日（金）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 
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１７ 最低制限基準比較価格 ￥３，４６０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第６８号 

公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告 

平成２９年９月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

下記により差押財産の公売をしますので、国税徴収法第 95 条及び第 99 条の規定により公告し

ます。 

1 公売財産の内容  別紙付表のとおり 

2 公 売 の 方 法 入   札 

3 

公 売 日 時 平成２９年１１月１４日 午前１０時００分から 

 
 入 札 

平成２９年１１月１４日 午前１０時４０分から午前１１時００分ま

で 

 開 札 平成２９年１１月１４日 午前１１時００分 

4 公 売 場 所 橿原市常盤町６０５番地の５ 奈良県橿原総合庁舎 １階  会議室 

5 
公売保証金及び見積

価額 
別紙付表のとおり 

6 公売保証金納付期限 
平成２９年１１月１４日 午前１０時００分から午前１０時３０分ま

で 

7 売 却 決 定 日時 
平成２９年１１月２１日  

午前１０時００分 
場所 大和高田市収納対策室 

8 買受代金納付期限 日時 
平成２９年１１月２１日 午前１１時３０分  
（ただし、地方税法第 19条の 7第 1項ただし書その他の法律の規定に基づき 

滞納処分の続行の停止があった場合を除く） 

9 
買受人についての資

格そ の 他 の 要 件 
別紙「公売における注意事項」のとおり 

10 

そ

の

他 

１．午前１０時までに公売会場に入場し、担当職員の説明を聞いてから入札してください。 
２．公売に参加するためには、上記公売保証金納付期限までに、公売財産の売却区分ごとに公売保証金を
納付いただく必要があります。 

３．次順位買受制度の適用があります。 

４．公売による権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税等）は買受人の負担となります。 

５．大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 

６．その他については別紙「公売における注意事項」をご覧ください。 

７．公売物件の地図・写真等については大和高田市で閲覧いただけます。 

もしくは、大和高田市ホームページ

（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/life/auction/goudoukoubai429.html）でご覧いただけます。 
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配当を受ける者の権利の申出について 

 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他この財産の売却代金から配当を受けること
ができる権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに、債権現在額申立書によりその内容を
申し出て下さい。 

 なお、債権現在額申立書の用紙は下記担当部署に用意しています。 

※この公告事項の詳細についてお聞きになりたい方は、下記担当部署までお問い合わせください。 

大和高田市・収納対策室   TEL0745-22-1101 （内線 236） 

公売公告付表 

売却区分番号 大和高田市-1-1 
見積価額  1,528,000 円 

公売保証金  160,000 円 

公売財産の表示 

（土地の表示） 
所在   奈良県大和高田市甘田町地番 
６６２番１７地目    宅地 

地積   ４６．８２㎡ 

（一棟の建物の表示） 
所在   奈良県大和高田市甘田町 ６６２番地１４、６６２番地１ 

５、６６２番地１６、６６２番地１７ 
構造    木造セメント瓦葺平屋建 
床面積   １４１．６６㎡ 

新築    昭和 48年 1月 25日 

（専有部分の建物の表示） 
家屋番号 甘田町 ６６２番１４の４ 
種類    居宅 
構造    木造セメント瓦葺平屋建 
床面積   ３３．７９㎡ 
 

以上登記簿による表示 

公売財産の概要 

・公売物件 近鉄南大阪線 高田市駅から南へ約 0.8kmの宅地。 

・当該物件は、中井ハウジング宅地建物取引業者に無償貸出中。 

・対象物件の家屋は長屋４軒の西の端。土地は４筆に分筆されているう

ちの一つ。 

・西側に敷地内道路 1.4ｍ幅の進入道路有り、家の入口は北側 

利用状況・法的規制等 

・都市計画区域  市街化区域 第一種居住地域 

・建ぺい率（指定） ６０％ 

・容積率（指定）  ２００％ 

その他公売条件等 

・公売に参加する場合は、事前に公売財産の現況、関係公簿等をご確認
ください。 

・境界については、隣接地所有者と協議してください。 

・大和高田市は公売財産の引渡義務を負いません。 

・大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 

・公売物件内の動産類の撤去、カギの受け渡し等は、所有者と協議して

ください。 

公 売 に お け る 注 意 事 項 

入札の方法 
 所定の入札書により入札してください。代理人が入札する場合には、代理権限

を証する委任状を提出してください。 

開札の方法  入札書は、入札者の立会で開札します。 

公売保証金の

納付 

 公売保証金は､入札を行う前に担当職員に納付してください。納付したあとで

なければ入札を行うことができません。 

最高価申込者

の決定 

 見積価額以上の入札者のうち、最高の価額による入札者を最高価申込者として

決定します。 
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次順位買受申

込者の決定 

 国税徴収法第１０４条の２に規定する次順位買受申込者に該当する入札者か

ら、開札の場所において、最高価申込者の決定後直ちに次順位による買受の申込

があるときは、次順位買受申込者とします。 

追加入札とくじ 

 最高の同価額入札者が２人以上あるときは、更に入札を行って最高価申込者を

決定し、なお、その追加入札の価額が同じときは、くじで最高価申込者を決定し

ます。 

追加入札と 

棄権 

 追加入札の価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価

額に満たない価額で追加入札をした場合、または追加入札をすべきものが入札し

なかった場合には、国税徴収法第１０８条の規定が適用されることがあります。 

再度入札 
 入札の日時に入札者がないとき、または入札価額が見積価額に達しないとき

は、再度入札を行う場合があります。 

入札書につい

ての制限 
 一旦提出した入札書は、引換え、変更又は取消しをすることができません。 

買受人の制限 

 公売保証金の納付がない場合、その他公売公告の事項に違反した場合、または

国税徴収法第９２条、第１０８条第１項等法令の規定により買受人となることが

できない者、大和高田市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団及び第２

条第２号に規定する暴力団員は、公売財産を買い受けることができません。 

権利移転の 

時期 
 買受人は、買受代金を完納した時に公売財産を取得します。 

危険負担移転

の時期 

 公売財産の権利移転に伴う危険負担移転の時期は、買受代金の完納の時です。

買受代金完納後は、買受人の所有となりますので、財産の毀損、焼失等による損

害の負担は買受人が負います。 

権利移転に伴う 

費用の負担 

 権利移転登記についての登録免許税その他の費用は買受人の負担になります。
買受人は買受代金納付の時に、この費用を提出してください。 

  また、後日、不動産取得税（県税）、毎年の固定資産税（市町税）が課税され

ます。 

売却決定の 

取消し 

 買受代金納付前に公売財産に係る滞納税が完納された場合、買受人が買受代金

をその納付の期限までに納付しなかった場合、国税徴収法第１０８条第２項の規

定により最高価申込者の決定が取り消された場合等は、売却決定を取り消しま

す。 

公売保証金の

没収 

 買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しなかったことにより売却決

定が取り消された場合には、その者が納付した公売保証金はその公売に係る滞納

税に充て、残余金があるときはこれを滞納者に交付します。ただし、国税徴収法

第１０８条第２項の規定による処分を受けた者が納付した公売保証金は大和高

田市に帰属します。 

権利移転の 

手続 

 権利移転のための登記等は大和高田市で行います。指定した日までに所有権移

転登記請求書を必ず提出してください。 

権利移転のた

めの必要書類

等 

 買受代金を完納したときに、次の書類を提出してください。（開札後、最高価
申込者に決定された方にはご説明します。） 

１ 売却決定通知書 

２ 個人の場合は住民票抄本、法人の場合は登記事項証明書 

３ 登録免許税相当の収入印紙または領収証書 

４ 固定資産評価証明書または同通知書 

５ 郵送料（５００円程度） 

公売保証金の

返還について 

 最高価申込者及び次順位買受申込者以外の入札者が納付した公売保証金は公

売終了後に返還します。ただし、営業者については、その領収証書に収入印紙（２

００円）の貼付､消印が必要です（※保証金が５万円未満の場合は不要）｡ 

（ご注意）   
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・入札箱に入札書をいれる前に、もう一度金額に誤りがないか、訂正をしていないかを確かめてく

ださい。誤りなどがあった場合は、新しい入札書に書き直して入札箱にいれてください。 

・同一人が２以上の入札書をいれることはできません。 

・公売当日は印鑑（認印可）をご持参ください。※代理人が入札する場合は代理人の印鑑、法人の

代表者が入札する場合は代表者印 

 

公告第６９号 

公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告 

平成２９年 ９月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

 下記により差押財産の公売をしますので、国税徴収法第９５条及び第９９条の規定により公告し

ます。 

1 公売財  の内容  別紙付表のとおり 

2 公 売 の 方 法 入   札 

3 

公 売 日 時 平成２９年１１月１４日 午前１０時００分から 

 
 入 札 

平成２９年１１月１４日 午前１０時４０分から午前１１時００分ま

で 

 開 札 平成２９年１１月１４日 午前１１時００分 

4 公 売 場 所 橿原市常盤町６０５番地の５ 奈良県橿原総合庁舎 １階  会議室 

5 
公売保証金及び見積

価額 
別紙付表のとおり 

6 公売保証金納付期限 
平成２９年１１月１４日 午前１０時００分から午前１０時３０分ま

で 

7 売 却 決 定 日時 
平成２９年１１月２１日 

 午前１０時００分 
場所 

大和高田市役所  

収納対策室 

8 買受代金納付期限 日時 
平成２９年１１月２１日 午前１１時３０分  

（ただし、地方税法第 19条の 7第 1項ただし書その他の法律の規定に基づき 

滞納処分の続行の停止があった場合を除く） 

9 
買受人についての資

格そ の 他 の 要 件 
別紙「公売における注意事項」のとおり 

10 

そ

の

他 

１．午前１０時までに公売会場に入場し、担当職員の説明を聞いてから入札してください。 
２．公売に参加するためには、上記公売保証金納付期限までに、公売財産の売却区分ごと
に公売保証金を納付いただく必要があります。 

３．次順位買受制度の適用があります。 

４．公売による権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税等）は買受人の負担となりま

す。 

５．大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 

６．その他については別紙「公売における注意事項」をご覧ください。 

７．公売物件の地図・写真等については大和高田市役所収納対策室で閲覧いただけます。 

もしくは、大和高田市ホームページ 

（http://www.city.yamatotakada.nara/goudoukoubai429.html）でご覧いただけます。 
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配当を受ける者の権利の申出について 

 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他この財産の売却代金から配当を受けること
ができる権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに、債権現在額申立書によりその内容を
申し出て下さい。 

 なお、債権現在額申立書の用紙は下記担当部署に用意しています。 

※この公告事項の詳細についてお聞きになりたい方は、下記担当部署までお問い合わせください。 

大和高田市・収納対策室   TEL0745-22-1101 （内線 236） 

公売公告付表 

売却区分番号 大和高田市-1-2 
見積価額 ３，１９５，０００円 

公売保証金 ３２０，０００円  

公売財産の表示 

(一棟の建物の表示)  
所在 奈良県大和高田市大字市場 181番地 1 
 建物の名称 大和高田リバティ２番館 
構造 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺 5階建 
床面積 1階 146.62㎡ 

2階 379.82㎡ 

3階 379.82㎡ 

4階 379.82㎡ 

5階 379.82㎡  

新築平成 3年 3月 15日 

 
(敷地権の目的である土地の表示)  
土地の符号 1  
所在および地番 奈良県大和高田市大字市場 181番 1  
地目 宅地 

地積 865.68㎡ 

(専有部分の建物の表示) 

家屋番号 市場 181番 1の 205 

 建物の名称 205  

種類 居宅 

構造 鉄筋コンクリート造 1階建 

床面積 2階部分 57.65㎡ 

 
(敷地権の表示)  
土地の符号 1 

敷地権の種類 所有権 

敷地権の割合 922230分の 34590 

公売財産の概要 

 ・相続財産管理人によると管理組合費などに H24年 11月頃より未納があ

るとのこと 

 ・洋室 2室、和室 1室、風呂トイレ別の 3LDK 

 ・近鉄南大阪線 尺土駅より北へ約 1.2km(徒歩約 13分) 

 ・5階建マンションの 2階部分 

 ・エレベーター設置あり 

利用状況・法的規制等 

・動産は前居住者のものが残されている。 

 ・水道：上水道は市営、下水については浄化槽設置 

 ・電気ガスは整備済み 

 ・接道状況：北側にて幅員 4.5mの市道(陵 160号線)と接道 

 都市計画区域 市街化区域 

 建ぺい率    60％ 

 容積率(指定)  200％ 
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その他公売条件等 

・未納管理費については買受人の負担となります。 
 ・公売に参加する場合は、事前に公売財産の現況、関係公簿等をご確認
く    ださい。 

 ・大和高田市は公売財産の引渡義務を負いません。 

 ・大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 

 ・公売物件内の動産類の撤去、カギの受け渡し等は、所有者と協議して

ください。 

公 売 に お け る 注 意 事 項 

入札の方法 
 所定の入札書により入札してください。代理人が入札する場合には、代理権限

を証する委任状を提出してください。 

開札の方法  入札書は、入札者の立会で開札します。 

公売保証金の

納付 

 公売保証金は､入札を行う前に担当職員に納付してください。納付したあとで

なければ入札を行うことができません。 

最高価申込者 

の決定 

 見積価額以上の入札者のうち、最高の価額による入札者を最高価申込者として

決定します。 

次順位買受申

込者の決定 

 国税徴収法第１０４条の２に規定する次順位買受申込者に該当する入札者か

ら、開札の場所において、最高価申込者の決定後直ちに次順位による買受の申込

があるときは、次順位買受申込者とします。 

追加入札とくじ 

 最高の同価額入札者が２人以上あるときは、更に入札を行って最高価申込者を

決定し、なお、その追加入札の価額が同じときは、くじで最高価申込者を決定し

ます。 

追加入札と 

棄権 

 追加入札の価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価

額に満たない価額で追加入札をした場合、または追加入札をすべきものが入札し

なかった場合には、国税徴収法第１０８条の規定が適用されることがあります。 

再度入札 
 入札の日時に入札者がないとき、または入札価額が見積価額に達しないとき

は、再度入札を行う場合があります。 

入札書につい

ての制限 
 一旦提出した入札書は、引換え、変更又は取消しをすることができません。 

買受人の制限 

 公売保証金の納付がない場合、その他公売公告の事項に違反した場合、または

国税徴収法第９２条、第１０８条第１項等法令の規定により買受人となることが

できない者、大和高田市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団及び第２

条第２号に規定する暴力団員は、公売財産を買い受けることができません。 

権利移転の 

時期 
 買受人は、買受代金を完納した時に公売財産を取得します。 

危険負担移転

の時期 

 公売財産の権利移転に伴う危険負担移転の時期は、買受代金の完納の時です。

買受代金完納後は、買受人の所有となりますので、財産の毀損、焼失等による損

害の負担は買受人が負います。 

権利移転に伴う 

費用の負担 

 権利移転登記についての登録免許税その他の費用は買受人の負担になります。
買受人は買受代金納付の時に、この費用を提出してください。 

また、後日、不動産取得税（県税）、毎年の固定資産税（市町税）が課税されます。 

売却決定の 

取消し 

 買受代金納付前に公売財産に係る滞納税が完納された場合、買受人が買受代金

をその納付の期限までに納付しなかった場合、国税徴収法第１０８条第２項の規

定により最高価申込者の決定が取り消された場合等は、売却決定を取り消します。 

公売保証金の

没収 

 買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しなかったことにより売却決

定が取り消された場合には、その者が納付した公売保証金はその公売に係る滞納

税に充て、残余金があるときはこれを滞納者に交付します。ただし、国税徴収法

第１０８条第２項の規定による処分を受けた者が納付した公売保証金は大和高

田市に帰属します。 
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権利移転の 

手続 

 権利移転のための登記等は大和高田市で行います。指定した日までに所有権移

転登記請求書を必ず提出してください。 

権利移転のた

めの必要書類

等 

 買受代金を完納したときに、次の書類を提出してください。（開札後、最高価
申込者に決定された方にはご説明します。） 

１ 売却決定通知書 

２ 個人の場合は住民票抄本、法人の場合は登記事項証明書 

３ 登録免許税相当の収入印紙または領収証書 

４ 固定資産評価証明書または同通知書 

５ 郵送料（５００円程度） 

公売保証金の

返還について 

 最高価申込者及び次順位買受申込者以外の入札者が納付した公売保証金は公

売終了後に返還します。ただし、営業者については、その領収証書に収入印紙（２

００円）の貼付､消印が必要です（※保証金が５万円未満の場合は不要）｡ 

（ご注意）   

・入札箱に入札書をいれる前に、もう一度金額に誤りがないか、訂正をしていないかを確かめてく

ださい。誤りなどがあった場合は、新しい入札書に書き直して入札箱にいれてください。 

・同一人が２以上の入札書をいれることはできません。 

・公売当日は印鑑（認印可）をご持参ください。※代理人が入札する場合は代理人の印鑑、法人の

代表者が入札する場合は代表者印 

 

公告第７０号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大字出地内建築物除却工事 

２ 工事場所 大和高田市 大字出 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年１２月２２日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事又は建築一式工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 
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（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１０月３日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 
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（１）受付期限 

平成２９年１０月１０日（火）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月１２日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月１３日（金）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に

供するとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１，４９０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 
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（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第７１号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 曽大根古池護岸補修工事 

２ 工事場所 大和高田市 曽大根 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡
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しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１０月３日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月６日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月１２日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月１６日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 
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不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月１７日（火）午前９時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１３，７００，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第７２号 

大和高田市新庁舎建設事業管理支援業務の受託候補者選定を公募型プロポーザル方式で行います

ので公告します。 

平成２９年９月２９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 業務概要 

（１）業務名 

大和高田市新庁舎建設事業管理支援業務委託 

（２）業務概要 

  本事業における設計施工一括発注・契約支援、基本設計マネジメント、実施設計マネジメト業務、

施工マネジメント業務及びその他業務 

（３）履行期間 
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契約締結の日から平成３３年７月３０日（金）まで 

（４）委託契約限度額 

  １２３，７９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 参加資格 

  公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市新庁舎建設事業管理支援業務委託

に係る公募型プロポーザル募集要項」（以下「募集要項」という。）の第３（４） 参加資格要件を

全て満たす者であること。 

３ 参加表明書の提出期限 

  平成２９年１０月２０日（金）１７時まで 

４ その他 

  募集要項による。 

５ 担当課 

〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 財務部 庁舎建設準備室 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１ 

 

 

 

 

教育委員会告示第１４号 

 大和高田市教育委員会９月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２９年９月１３日 

                 大和高田市教育委員会教育長 早川 博    

日 時  平成２９年９月２１日（木）午後２時００分～ 

 場 所  さざんかホール ４階 会議室 

 議 案  第１号 後援願について    

第２号 その他 

 

 

 

 

選挙管理委員会告示第１４号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年９月８日  

大和高田市選挙管理委員会 

                               委員長  松 村 惠 由 

１． 日  時  平成２９年９月１５日（金） 午前９時００分 

２． 場  所  大和高田市大字大中１００番地１ 

         大和高田市役所 ３階 東会議室 

３． 議  案  第１号 裁判員候補者予定者及び検察審査委員候補者予定者について 

         第２号 その他 

         

 

 

 

選挙管理委員会 

教育委員会 

監査委員 
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監査委員告示第２号 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により、平成２８年度出資団体の監査を実施したので、その結

果を同条第９項の規定により公表します。  

  平成２９年９月２２日 

                          大和高田市監査委員  田 中 俊 男                                                  

同          砂 原 弘 治 

第１．監査の概要         

 １．監査の対象   大和高田市土地開発公社     

      平成２８年度 出納その他の事務    

 ２．監査の期間   平成２９年７月１日～平成２９年７月３１日    

 ３．監査の結果   今回の監査は、平成２８年度の決算状況及び財務諸表等の資料、書類につい

て照合、点検及び事情聴取等により実施した。その概要と結果については、

次のとおりである。 

（注） 文中に用いる金額及び各表中に表示する数値の単位は、原則として小数点以下第２位を四捨

五入とした。 

第２．事業の概要         

１．事業の目的          

大和高田市土地開発公社（以下「公社」という。）は、公共用地等の取得に対処し、「公有地の

拡大の推進に関する法律」を根拠として、大和高田市における公共用地の先行取得、管理、処分

等をおこなうことにより、効果的かつ計画的な土地利用を推進し、地域の秩序ある都市整備と住

民福祉の増進に寄与することを目的として設立されたものである。    

なお、公共用地の先行取得として買収した近鉄高田駅北側公共用地の適正な維持管理をおこな

うため、営業外事業として臨時有料駐車場を開設している。    

２．設立と沿革 

前述の事業を目的として、昭和４８年１月３１日に奈良県知事の許可を受け、財団法人大和高

田市開発公社を組織変更して、特別法人大和高田市土地開発公社を設立したものである。 

なお、基本財産５００万円は全額大和高田市よりの出資金であり、その事務所は大和高田市役

所内に設置されている。 

３．組織 

公社の管理組織は、下記のとおり理事会の下に事務局を置き、公社職員数は平成２９年３月３

１日現在、大和高田市からの派遣職員５名（５名兼務）をもって構成されている。  

（管理組織図）  

 

  

  

  

  

   

４．事業実施状況   

平成２８年度の事業実施状況は、次のとおりである。 

（１）取得  

平成２８年度の大和高田市からの先行取得依頼は無し。  

（２）売却 

   理  事  長  1 名 
     
    副 理 事 長  1 名 
理 事 会         常 務 理 事  1 名 
     
    理     事  6 名 
     
    監     事  2 名 
      理事長 

 
副理事長 

 
常務理事 

 
事務局長 

 
事務局長補佐   庶務係 
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事    業    名 面 積（㎡） 売却価格（円） 備  考 

大和高田・当麻線街路事業用地  

(大字市場１８５-１他) 
１，４０７．４０ ７０，４８９，６２９ 

  

合        計 １，４０７．４０ ７０，４８９，６２９   

第３．計数及び預金等の確認        

   本年度の財務諸表の計数、総勘定元帳、補助簿及び証ひょう書類と照合し、預金については在

高証明書により確認したところ、計数は正確であることが認められた。 

第４．財務に関する事務について  

財務に関する事務については、適正に処理されていた。 

第５．むすび 

土地開発公社経営健全化に関する計画に沿って、公社所有の事業用資産の売却が進み、資産残

高、借入金残高が減少している。 

今年度においても、保有資産の処分として、市による公社所有地の買戻しがおこなわれ、より

資産残高及び借入金残高が減少した。 

今後も、保有資産の処分または活用については、適正な調査、検討を図り、有効的かつ計画的

な公社経営に努められたい。        

 

 

 

農業委員会告示第１０号 

 大和高田市農業委員会１０月定例委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年９月２６日 

    大和高田市農業委員会    

会長 今村 平治郎   

日 時  平成２９年１０月１０日（火）午後１時 

場 所  市役所４階 会議室 

議 案  

第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

第２号 農地法第４条規定による申請の件 

第３号 農地法第５条規定による申請の件 

第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画につい    

て 

第５号 その他 

 

 

 

 

上下水道事業公告第３３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２９年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

農業委員会 

公営企業 
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１ 工事名 敷枝築山地内管渠工事（６４）・給配水管移設工事（Ｇ６４） 

２ 工事場所 大和高田市 築山 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＢ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）土木工事に関する主任技術者又は監理技術者（契約締結時点に

おいて継続して３ヶ月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任

で配置できる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 
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平成２９年１０月３日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月６日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月１２日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月１６日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月１７日（火）午前９時 
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（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札候補者の決定 落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入

札を行った者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

１７ 落札者の決定 事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証金 免除します。 

１９ 最低制限基準比較価格 ￥３１，０８０，０００－（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第３４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６枝蔵之宮町地内管渠工事（６１）・給配水管移設工事（Ｇ６１） 

２ 工事場所 大和高田市 蔵之宮町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者
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であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１０月３日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 
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（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月６日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月１２日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月１６日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月１７日（火）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入
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札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１８，４４０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第３５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高３枝野口地内管渠工事（６２）・給配水管移設工事（Ｇ６２） 

２ 工事場所 大和高田市 野口 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 
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（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１０月３日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月６日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで 
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（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月１２日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月１６日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月１７日（火）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１７，０４０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 
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（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第３６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 敷枝有井地内管渠工事（６５）・給配水管移設工事（Ｇ６５) 

２ 工事場所 大和高田市 有井 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる



平成２９年１０月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３４５号 

 54 

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１０月３日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月６日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月１２日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月１６日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 
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（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月１７日（火）午前９時５０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥９，７９０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第３７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高４枝礒野北町地内管渠工事（６７） 

２ 工事場所 大和高田市 礒野北町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 
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４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式

工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロ

ード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１０月３日（火） 
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（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月６日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月１２日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月１６日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月１７日（火）午前１０時 

（２）場所 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥７，９８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第３８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事（旭南町）（再度入札） 

２ 工事場所 大和高田市 旭南町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者及び石綿作業主任者を配置することができ

る者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 
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（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１０月３日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月６日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後
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１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 小会議室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月１２日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月１６日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月１７日（火）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 
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１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１３，１８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第３９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事（市場） 

２ 工事場所 大和高田市 市場 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者及び石綿作業主任者を配置することができ

る者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入
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札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡

しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１０月３日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月６日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 小会議室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 
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（３）回答期限 

平成２９年１０月１２日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月１６日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月１７日（火）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１０，６２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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上下水道事業公告第４０号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２９年９月２５日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事及び消火栓新設工事（池田） 

２ 工事場所 大和高田市 池田 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水

道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者及び石綿作業主任者を配置することができ

る者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発

注工事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者

でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他

の入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限ま

でに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格が

ないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとしま

す。様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡
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しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月２日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年１０月３日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望

者には入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年９月２６日（火）から平成２９年１０月６日（金）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 小会議室 

９ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年１０月１１日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

平成２９年１０月１２日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年１０月１６日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 
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不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年１０月１７日（火）午前１０時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥８，７６０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


